
イラストの色ルール
人のイラストを使用する場合は

メインカラーが寒色の号（青や緑系）
→イラストをグレーにする。

メインカラーが暖色の号（赤、オレンジ系）
→今までどおりイラスト２色

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
相
談
を

　

国
民
年
金
に
は
、経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納

め
る
の
が
困
難
な
場
合
に
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◎
納
付
免
除

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準

以
下
の
場
合
、申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

全
額
ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。承
認
期
間
は
、

原
則
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

※�

一
部
納
付（
４
分
の
１
納
付
、半
額
納
付
、４
分
の

３
納
付
）は
、保
険
料
の
納
付
が
な
け
れ
ば
未
納
と

同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

◎
納
付
猶
予

　

平
成
28
年
７
月
か
ら
制
度
が
改
正
さ
れ
、対
象
が

「
30
歳
未
満
」か
ら「
50
歳
未
満
」に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の

場
合
、申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。承
認
期
間
は
原
則
７
月
か
ら
翌
年

６
月（
年
度
の
途
中
で
50
歳
に
到
達
す
る
人
は
誕
生

日
の
前
月
）ま
で
で
す
。

　

平
成
27
年
度
に
、全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
の

承
認
を
受
け
た
人
で
、平
成
27
年
度
の
申
請
時
に
平

成
28
年
度
以
降
も
引
き
続
き
全
額
免
除
ま
た
は
納
付

猶
予
を
希
望
し
た
人
は
、申
請
手
続
き
不
要
で
す
。

※�

退
職
や
被
災
な
ど
、特
別
の
事
情
で
承
認
し
た
場

合
を
除
き
ま
す
。ま
た
、世
帯
構
成
な
ど
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
改
め
て
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◎
学
生
納
付
特
例

　

学
生
で
、本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の

場
合
、申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。承
認
期
間
は
原
則
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
で
す
。

■�

手
続
き　

◎
納
付
免
除・納
付
猶
予

　

年
金
手
帳
と
印
鑑
を
持
っ
て
、保
険
年
金
課〔
東
庁

舎
〕へ
。

※�
失
業
に
よ
る
申
請
時
に
は「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」ま
た
は「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」の

写
し
が
必
要
で
す
。

◎
学
生
納
付
特
例

　

年
金
手
帳
と
印
鑑
、在
学
証
明
書
か
学
生
証（
学
生

証
の
表
裏
両
面
を
複
写
し
た
も
の
で
も
可
）を
持
っ

て
、保
険
年
金
課〔
東
庁
舎
〕へ
。

　

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
は
、保

険
料
の
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
い
な
い
期

間（
申
請
時
点
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま
で
の
期
間
）に

つ
い
て
、さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
な
ど
の
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
草
津
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
０
７
７
●

５
６
７
●

２
２
２
０

　
保
険
年
金
課〔
東
庁
舎
〕

☎
71
●

２
３
２
４　

72
●

２
４
６
０

新しい
人権擁護委員を
� 紹介します
　７月１日付けで次のかたが人権
擁護委員として法務大臣から委嘱
を受けました。人権に関することで
困り事があれば、気軽に相談してく
ださい（敬称略）。

問人権擁護課〔西庁舎〕
　☎77 ● 8512
　 77 ● 4101

　現在の高齢受給者証は、７月31日で有効期間が切れて、使
用できなくなります。８月１日から新しい高齢受給者証（う
すだいだい色）を使ってください。
　新しい高齢受給者証は、7月末までに特定記録郵便で送付
します。手元に届いたら記載内容の確認をお願いします。
※一部負担金の割合は変わることがあります
　国民健康保険高齢受給者証の一部負担金の割合は、前年の
所得や世帯構成の変化に伴って変わることがあります。

問保険年金課〔東庁舎〕
　☎71 ● 2324
　 72 ● 2460

国民健康保険
高齢受給者証（あさぎ色）を
� 持っている人へ

井上明保（三雲）　☎72 ● 2500
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